
38 

第７ 住宅団地再生に活用可能な支援措置 
住宅団地再生に係る各種事業について、地方公共団体等が活用可能な国の支援措置を

以下に紹介するので、各地方公共団体において取組を進める上で、必要に応じ参考にされ

たい。 

 

１ 計画策定、協議会活動等ソフト事業に対する支援 
１ 計画策定、協議会活動等ソフト事業に対する支援 担当府省庁 

(１)新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金：ソフト事業） 

内閣官房・ 

内閣府 

(２)住宅市街地総合整備事業（住宅団地ストック活用型） 国土交通省 

（３）住宅団地再生推進モデル事業 国土交通省 
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